
 

 

 

 

徳 島 労 働 局 発 表 

平成２７年 ５月２７日 

 

 

 

「職場での熱中症を予防しましょう！！」 

～平成２６年に徳島県内で２４人が発症～ 

～こまめな休憩、水分・塩分の補給、十分な睡眠を！！～ 

 

 徳島労働局（局 長 飯野弘仁）は、全国的に高温となった昨年、徳島県内においても 

２４人の労働者が熱中症（疑いを含む。） を発症し、かつ４月に既に発症したことから、 

暑さが本格化する前から熱中症に対する予防対策の徹底を喚起しています。 

 

記 

 

１ 徳島県内の職場での熱中症の発生状況 

過去５年間に徳島県内の職場での熱中症の発症状況は、下記の表 

のとおりですが、毎年２０人以上の労働者が熱中症を発症しています。 

 

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

３０ 人  ２１ 人 ２２ 人 ４５ 人  ２４ 人 

 

昨年（平成２６年）は、２４人の労働者が熱中症を発症していますが、業種別内訳は、 

建設業１３人、製造業６人、運送業２人、林業１人、その他の業種２人となっています。 

特に約８割が７・８・９月に集中して発生し、午前１１時から午後２時の時間帯に約 

４割が発生していますが、４・５・６月にも発生しています【別添１】。 
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２ 徳島労働局における職場での熱中症予防対策について 

 

 ① 徳島県、各市町村及び建設業等の労働災害防止関係団体等に対して、職場での熱中

症予防対策の徹底について、要請を実施しました（平成２７年５月１９日付け）。 

 

② リーフレット『熱中症の予防対策を！』【別添２】を作成し、徳島県、各市町村及び

建設業等の労働災害防止関係団体等に配布し（平成２７年５月１９日付け）、徳島労働

局ホームページに掲載する等、熱中症の予防について、周知・啓発を図っています。 

 

③ 徳島・鳴門・三好・阿南労働基準監督署が５月以降に実施している監督指導等にお 

いて、熱中症の予防について、周知・啓発を図っています。 

 

 

④ 昨年、建設業において１３人の労働者が熱中症を発症していることから、平成２７ 

年６月３日（水）午前１０時から、徳島労働基準監督署（署長 石川正昭）は、鹿島 

建設（株）四国支店が施工している『徳島地家簡裁庁舎新営等建築工事現場』におい 

て、安全パトロール・集団指導を実施します。 

なお、報道関係者が安全パトロール・集団指導に同行して取材することも可能です 

ので、６月２日（火）午後５時までに当局労働基準部健康安全課（088-652-9164）ま 

でご連絡ください（荒天の場合は、安全パトロールは中止します）。 

 

 

 


